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○
農
林
水
産
省
令
第
六
十
六
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日 

農
林
水
産
大
臣 

宮
下 

一
郎 

 

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
八
年
農
林
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
（
操
業
日
誌
）�

第
二
十
六
条 

許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
に
農
林
水
産

大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
と
き
は
、
当
該
船
舶

内
に
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
事
項

を
、
当
該
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�

（
操
業
日
誌
） 

第
二
十
六
条 

許
可
に
係
る
船
舶
の
船
長
は
、
大
臣
許
可
漁
業
ご
と
に
農
林
水
産

大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
と
き
は
、
当
該
船
舶

内
に
操
業
日
誌
を
備
え
付
け
、
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
事
項

を
、
当
該
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
）�

２ 

（
略
） 

３ 

大
中
型
ま
き
網
漁
業
及
び
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
の
許
可
に
係
る
船
舶
の
船

長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
録
し
た
操
業
日
誌

を
当
該
操
業
日
誌
に
係
る
航
海
の
終
了
後
十
五
日
以
内
に
農
林
水
産
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

４ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

５ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
備
付
け
及
び
記
録
は
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

６ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
は
、
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
新
設
） 

７ 

前
二
項
の
規
定
は
、
電
子
計
算
機
の
故
障
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
新
設
） 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

操
業
日
誌
の
備
付
け
及
び
記
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令

（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
五
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
操
業
日
誌
の
備
付
け
及
び
記
録
を
施

行
日
以
後
最
初
に
行
う
べ
き
日
と
し
て
次
の
表
の
と
お
り
大
臣
許
可
漁
業
及
び
海
域
ご
と
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
し
、
同
日

前
に
お
け
る
操
業
日
誌
の
備
付
け
及
び
記
録
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

大
臣
許
可
漁
業
の
名
称 

海
域 

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日 

 
 

 

大
中
型
ま
き
網
漁
業 

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排

令
和
六
年
一
月
一
日 
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他
的
経
済
水
域
及
び
領
海
を
除
く
。
）
以
外
の
海
域 

 
 

 
 

 
 

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（

総
ト
ン
数
八
十
ト
ン
以
上

の
動
力
船
に
よ
り
、
浮
き

は
え
な
わ
又
は
釣
り
を
行

う
も
の
に
限
る
。
） 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
南
海
岸
線
と
東
経
百
四
十
一
度
の

線
と
の
交
点
か
ら
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
四
十
一
度
の

点
に
至
る
直
線
、
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
四
十
一
度
の

点
か
ら
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
五
十
度
の
点
に
至
る
直

線
、
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
五
十
度
の
点
か
ら
南
緯
六

十
度
東
経
百
五
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
六
十
度

東
経
百
五
十
度
の
点
か
ら
南
緯
六
十
度
西
経
百
三
十
度

の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
六
十
度
西
経
百
三
十
度
の
点

か
ら
南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南

緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点
か
ら
南
緯
四
度
西
経
百
五

十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
四
度
以
北
の
西
経
百
五

令
和
六
年
一
月
一
日 
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十
度
の
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域 

 
 

 
 

 
 

か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（

総
ト
ン
数
八
十
ト
ン
未
満

の
動
力
船
に
よ
り
、
浮
き

は
え
な
わ
又
は
釣
り
を
行

う
も
の
に
限
る
。
） 

北
緯
五
十
度
の
線
、
東
経
百
度
の
線
及
び
次
に
掲
げ
る

一
か
ら
九
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
域
（
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦

と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
二
条
１
に
規
定
す
る

海
域
を
除
く
。
） 

一 
北
緯
五
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点 

二 

南
緯
四
度
西
経
百
五
十
度
の
点 

三 

南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点 

四 

南
緯
二
十
五
度
西
経
百
三
十
度
の
点 

五 

南
緯
二
十
五
度
東
経
百
五
十
五
度
の
点 

六 

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
二
十
九
度
の
点 

令
和
八
年
一
月
一
日 
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七 

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の

点 

八 

南
緯
十
度
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の
点 

九 

南
緯
十
度
東
経
百
度
の
点 

 
 

 

３ 

操
業
日
誌
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
新
省
令
第
二
十
六
条
第
六
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
操
業
日
誌
の
提
出
を
施
行

日
以
後
最
初
に
行
う
べ
き
日
と
し
て
次
の
表
の
と
お
り
大
臣
許
可
漁
業
及
び
海
域
ご
と
に
定
め
る
日
か
ら
適
用
し
、
同
日
前

に
お
け
る
操
業
日
誌
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

大
臣
許
可
漁
業
の
名
称 

海
域 

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日 

大
中
型
ま
き
網
漁
業 

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
、
領
海
及
び
内
水
並
び
に

我
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
海
域

か
ら
成
る
海
域
（
東
京
都
小
笠
原
村
南
鳥
島
に
係
る
排

他
的
経
済
水
域
及
び
領
海
を
除
く
。
）
以
外
の
海
域 

令
和
六
年
一
月
一
日 
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か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（

総
ト
ン
数
八
十
ト
ン
以
上

の
動
力
船
に
よ
り
、
浮
き

は
え
な
わ
又
は
釣
り
を
行

う
も
の
に
限
る
。
） 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
南
海
岸
線
と
東
経
百
四
十
一
度
の

線
と
の
交
点
か
ら
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
四
十
一
度
の

点
に
至
る
直
線
、
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
四
十
一
度
の

点
か
ら
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
五
十
度
の
点
に
至
る
直

線
、
南
緯
五
十
五
度
東
経
百
五
十
度
の
点
か
ら
南
緯
六

十
度
東
経
百
五
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
六
十
度

東
経
百
五
十
度
の
点
か
ら
南
緯
六
十
度
西
経
百
三
十
度

の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
六
十
度
西
経
百
三
十
度
の
点

か
ら
南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南

緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点
か
ら
南
緯
四
度
西
経
百
五

十
度
の
点
に
至
る
直
線
、
南
緯
四
度
以
北
の
西
経
百
五

十
度
の
線
か
ら
成
る
線
以
西
の
太
平
洋
の
海
域 

令
和
六
年
一
月
一
日 
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か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
（

総
ト
ン
数
八
十
ト
ン
未
満

の
動
力
船
に
よ
り
、
浮
き

は
え
な
わ
又
は
釣
り
を
行

う
も
の
に
限
る
。
） 

北
緯
五
十
度
の
線
、
東
経
百
度
の
線
及
び
次
に
掲
げ
る

一
か
ら
九
ま
で
の
各
点
を
順
次
に
直
線
で
結
ぶ
線
に
よ

り
囲
ま
れ
た
海
域
（
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦

と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
第
二
条
１
に
規
定
す
る

海
域
を
除
く
。
） 

一 

北
緯
五
十
度
西
経
百
五
十
度
の
点 

二 
南
緯
四
度
西
経
百
五
十
度
の
点 

三 

南
緯
四
度
西
経
百
三
十
度
の
点 

四 

南
緯
二
十
五
度
西
経
百
三
十
度
の
点 

五 

南
緯
二
十
五
度
東
経
百
五
十
五
度
の
点 

六 

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
二
十
九
度
の
点 

七 

南
緯
十
一
度
三
十
分
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の

点 

令
和
八
年
一
月
一
日 
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八 

南
緯
十
度
東
経
百
十
三
度
二
十
八
分
の
点 

九 

南
緯
十
度
東
経
百
度
の
点 

 
 

 

４ 

大
臣
許
可
漁
業
ご
と
に
農
林
水
産
大
臣
が
別
に
定
め
て
告
示
す
る
海
域
に
お
い
て
操
業
す
る
場
合
に
は
、
新
省
令
第
二
十

六
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
等
に
関
す
る
省
令
第
二

十
六
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 


